
海老名市木造住宅耐震化促進関係補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３

号。以下「耐震改修促進法」という。）第６条第１項の規定により定めた海老名市

耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修計画書作成、耐震改修工事等及び

解体工事（以下「耐震改修計画書作成等」という。）を行う所有者又はその親族並

びに防災ベッド又は耐震シェルター（以下「防災ベッド等」という。）を設置しよ

うとする居住者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、海老名市

補助金等の交付に関する規則（昭和５８年規則第１２号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 簡易耐震診断 解体工事を実施するために、国土交通省が定める調査（旧耐

震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票）に基づく耐震診断を

いう。 

(２) 耐震診断 １級建築士、２級建築士又は木造建築士（以下「建築士」という。 

）で神奈川県木造住宅耐震診断講習会又はこれと同等と市長が認める講習会を

修了した者が、木造住宅の耐震診断と補強方法（国土交通省住宅局監修・財団

法人日本建築防災協会発行）に基づく一般診断法により木造住宅を調査し、報

告書を作成する耐震診断をいう。 

 (３) 耐震改修計画書 耐震改修工事を実施するために、建築士が作成する計画書

をいう。 

 (４) 耐震改修工事 耐震診断による上部構造評点の最小の値が１．０未満の木造

住宅を改修し、１．０以上とする工事をいう。 

 (５) 解体工事 住宅をすべて解体することをいう。 



(６) 防災ベッド 地震発生時に、居住している木造住宅の倒壊から自らの命を守

るためのフレーム等の上部保護機能があるベッドで、東京都の「安価で信頼で

きる耐震改修工法・装置」の装置等部門で選定されたものをいう。 

(７) 耐震シェルター 地震発生時に、居住している木造住宅の倒壊から自らの命

を守るための居室内部に組み立てるシェルターで、東京都の「安価で信頼でき

る耐震改修工法・装置」の装置等部門で選定されたものをいう。 

(８) 住宅 一戸建住宅、長屋及び併用住宅をいう。 

(９) 市税等 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税

をいう。 

(10) 現場立会い 建築士が行う耐震改修工事の施工に関する工事監理業務及び報

告書の作成をいう。 

(11) 耐震改修工事等 耐震改修工事及び当該工事に伴う現場立会い又は併せて行

う耐震改修計画書の作成をいう。 

(12) 非課税世帯 市民税が非課税である世帯をいう。 

 (13) 空き家 居住その他の使用がおおむね半年以上なされていない住宅をいう。 

(14) 代理受領 第６条第１項各号に規定する補助金の受領を当該補助金対象事業

に係る契約を締結した者に委任することをいう。 

(15) 【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構

による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。 

(16) 取扱金融機関 【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を取り扱う金融機

関をいう。 

（補助の対象） 

第３条 耐震改修計画書作成等に係る補助金の交付対象となる住宅は、海老名市内に

存するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 平成１２年５月３１日以前に建築確認を受け建築工事に着手したもの（建築

確認を受けて、平成１２年６月１日以後に増改築工事に着手した部分の延べ面

積が既存部分の２分の１未満のものを含む。） 



 (２) ２階建て以下であるもの 

 (３) 在来工法による木造住宅であるもの 

(４) 耐震診断の結果、上部構造評点の最小の値が１．０未満のもの（解体工事に

係る補助金の交付を受ける場合で、簡易耐震診断の結果、倒壊の危険性がある

ものを除く。） 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、解体工事に係る補助金の交付対象となる住宅は、

昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受け建築工事に着手したもの（建築確認を 

受けて、昭和５６年６月１日以後に増改築工事に着手した部分の延べ面積が既存部 

分の２分の１未満のものを含む。）とする。 

３ 防災ベッド等に係る補助金の交付対象となる住宅は、海老名市内に存する居住の 

用に供されているものであって、第１項第１号から第３号までに該当するものとす

る。また、防災ベッドについては２台、耐震シェルターについては１室までとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、

耐震改修計画書作成等の補助の対象としない。  

(１)  法人が所有又は管理する住宅である場合 

(２) 既に同一の補助金の交付を受けている住宅である場合 

（３） 海老名市学童保育クラブ耐震診断費及び耐震改修工事費補助金交付要綱の対

象となる建築物である場合 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることを特に不適当と認

めた場合 

５ 第３項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、防災ベッド

等の補助の対象としない。 

(１) 海老名市の耐震改修工事等に係る補助金の交付を受けている又は受けようと

している場合 

(２) 海老名市の防災ベッド等に係る補助金の交付を第３項に規定する設置数まで

受けている場合 

(３) 海老名市の防災ベッド等に係る補助金の交付を第３項に規定する設置数を超



えて交付を受けようとしている場合 

(４)  防災ベッド等を同一の住宅に重複して設置しようとする場合 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることを特に不適当と認

めた場合 

（補助対象者） 

第４条 耐震改修計画書作成等の補助金の交付の対象となる者は、市税等を滞納して

いない者であって、補助対象となる住宅を所有している者又はその親族（２親等以

内）とする。ただし、親族が申請する場合については、所有者についても市税等を

滞納していない者でなければならない。 

２ 防災ベッド等の補助金の交付の対象となる者は、市税等を滞納していない者であ

って、補助対象となる住宅に住所を有し、居住している者とする。ただし、居住し

ている者と住宅を所有している者が異なる場合は、所有者についても市税等を滞納

していない者でなければならない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。 

(１) 耐震改修計画書を作成する場合 耐震改修計画書の作成に要する経費（以下

「耐震改修計画書作成費」という。）の２分の１の額（限度額５万円） 

(２) 耐震改修工事等を行う場合 次に掲げる額の合計額 

ア 前号に定める額 

イ 耐震改修工事に要する経費（以下「耐震改修工事費」という。）の２分の

１の額（限度額９０万円） 

ウ 現場立会いに要する経費（以下「現場立会い費」という。）の２分の１の

額（限度額３万円） 

(３) 解体工事を行う場合 解体工事に要する経費（以下「解体工事費」という。 

）の２分の１の額（限度額３０万円）。ただし、次のいずれかに該当する場合

は１０万円を加えた額とし、いずれにも該当する場合は２０万円を加えた額と

する。 



ア 所有している者及びその親族が非課税世帯である場合 

   イ 空き家である場合 

(４) 防災ベッド等を設置する場合 次に掲げる額 

   ア 防災ベッドの購入及び設置に要する経費（以下「防災ベッド設置費」とい

う。）の３分の２の額（１台あたり限度額３０万円） 

イ 耐震シェルターの購入及び設置に要する経費（以下「耐震シェルター設置

費」という。）の３分の２の額（限度額４５万円） 

２ 補助金の額に１，０００円未満の金額がある場合は、これを切り捨てた額とする。 

（補助金の種類、交付申請）  

第６条 次の各号に定める補助金の交付を受けようとする者は、行為に着手する前

に、別表第１に掲げる書類により、市長に申請しなければならない。 

(１) 木造住宅耐震改修計画書作成費補助金 

(２) 木造住宅耐震改修工事等補助金 

(３) 木造住宅解体工事補助金 

（４） 防災ベッド等設置費補助金 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、別表第１に掲げる書類の一

部の添付を省略することができる。 

（交付・不交付決定） 

第７条 市長は、前条第１項各号の規定による申請書を受理したときは、その内容を

審査し、補助金の交付の適否を決定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、海老名市

木造住宅耐震化促進関係補助金交付・不交付決定通知書（第６号様式）により、当

該申請者に通知するものとする。 

（変更又は取下げ） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者は、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取

り下げる場合には、海老名市木造住宅耐震化促進関係補助金交付（変更・取下げ）

申請書（第７号様式）に変更又は取下げに係る書類を添付し、市長に申請しなけれ



ばならない。 

 （変更通知等） 

第９条 市長は、前条の申請により交付決定の変更又は取消を行った場合には、海老

名市木造住宅耐震化促進関係補助金交付決定（変更・取消）通知書（第８号様式）

により、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。 

（中間報告） 

第１０条 耐震改修工事等に係る補助金の交付決定を受けた者は、当該申請に係る最初 

の施工箇所の補強工事後、海老名市木造住宅耐震改修工事等中間報告書（第９号様

式）に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。 

 (１) 使用部材等が確認できる写真 

(２) 耐震改修工事の各工程の写真 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（報告及び指示） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者は、当該申請に係る事業が予定の期間に完了

する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告しなければならない。 

（実績報告） 

第１２条 補助金の交付決定を受けた者は、別表第２に掲げる書類により、事業完了

後２０日以内又は年度末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならな

い。 

（確定通知） 

第１３条 市長は、前条の実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、海老名市木造住宅耐震化促進関

係補助金確定通知書（第１６号様式）により補助金の交付決定を受けた者に通知す

るものとする。 

（請求等） 

第１４条 補助金の確定通知を受けた者は、速やかに海老名市木造住宅耐震化促進関



係補助金請求書（第１７号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、３０日以内に補助金を交付するものと

する。 

（証明書の発行） 

第１５条 市長は、この要綱に基づく補助金を受けて耐震改修工事等（昭和５６年５

月３１日以前に建築確認を受け建築工事に着手したもの（建築確認を受けて、昭和

５６年６月１日以後に増改築工事に着手した部分の延べ面積が既存部分の２分の１

未満のものを含む。）に限る。以下この条において同じ。）を行った者に対して、

当該工事の内容を審査した上で、次に掲げる証明書を発行するものとする。 

(１) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１９の２第２項の規

定に基づく住宅耐震改修証明書 

(２) 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）附則第７条第６項の規定

に基づく証明書 

 （取消し及び返還） 

第１６条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金交付決定を取り消し、又は交付した補助金及び前条の証明書の返還を

命ずることができる。 

 (１) 申請に虚偽の内容があったとき。 

(２) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。 

 (３) 交付決定通知の条件等に違反があったとき。 

 (４) その他市長が認めたとき。 

（【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用対象証明書発行申請） 

第１７条 【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用しようとする者は、第６

条第１項第２号に規定する交付申請にあわせて、【リ・バース６０】耐震改修利子

補給制度利用対象証明書発行申請書（第１８号様式）により市長に申請しなければ

ならない。 

（【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の対象証明） 



第１８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、【リ・バー

ス６０】耐震改修利子補給制度の対象であると認めたときは、前条の規定による申

請をした者に次に掲げる証明書を発行し、証明するものとする。 

（１） 【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書（申請者用）

（第１９号様式） 

（２） 【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書（金融機関提出

用）（第２０号様式） 

（【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の証明取消し） 

第１９条 市長は、前条に規定する証明後に、第９条に規定する交付決定の取消通知

又は第１６条に規定する取消しを行う場合は、前条の規定による証明の取消しを行

うものとし、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明取消通知書

（第２１号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 申請者は、前項の通知を受けたときは、取扱金融機関に連絡しなければならない。 

３ 申請者は、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を辞退し又は金融機関の審

査で不適合となった場合は、辞退し又は不適合となった旨の通知の発行を金融機関

に依頼し、海老名市木造住宅耐震化促進関係補助金交付（変更・取下げ）申請書（ 

第７号様式）に通知を添付して市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、第１項の規定による通知を行う

ものとする。 

（【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用する場合の補助金の額について） 

第２０条 第１７条に規定する【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用し、

第６条第１項第２号の規定による交付申請を行う場合、第５条第１項第２号アに規

定する補助金の額は、この規定に定める補助金の額から耐震改修計画書作成費の４

分の１に相当する額を減じた額（２５，０００円を上限とする。）とし、同号イに

規定する補助金の額は、この規定に定める補助金の額から耐震改修工事費の１１．

５パーセントに相当する額を減じた額（４８９，０００円を上限とする。）とす

る。 



（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

《令和４年４月１日・制定》 

《令和６年４月１日・一部改正》 

《令和７年１月１日・一部改正》 

《令和７年４月１日・一部改正》 

《令和７年７月１日・一部改正》 

《令和８年４月１日・一部改正》 

 

 

別表第１（第６条関係） 

１ 木造住宅耐震改修計画書作成費補助金 

(１) 海老名市木造住宅耐震改修計画書作成費補助金交付申請書（第１号様式） 

(２) 建物の建築年を証明することができる書類(建築確認通知書の写し及び当

該建築確認に係る検査済証の写し又は建築確認申請台帳記載証明書等) 

(３) 耐震改修計画書作成費の見積書の写し 

(４) 所有者同意書（親族が申請する場合に限る。） 

(５) 親族関係を示す書類（親族が申請する場合に限る。） 

(６) 市税等に未納がないことを証する書類 

(７) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し 

(８) 診断士及び耐震改修計画書の作成をする者が建築士であることを証する書

類 

(９) 診断士が神奈川県木造住宅耐震診断講習会又はこれと同様と市長が認める



講習会を終了したことを証する書類 

(10) 案内図 

  (11) その他市長が必要とする書類 

２ 木造住宅耐震改修工事等補助金 

  (１) 海老名市木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書（第２号様式） 

(２) 建物の建築年を証明することができる書類（建築確認通知書の写し及び当

該建築確認に係る検査済証の写し又は建築確認申請台帳記載証明書等)） 

(３) 耐震改修計画書作成、耐震改修工事及び現場立会いの見積書の写し 

(４) 所有者同意書（親族が申請する場合に限る。） 

(５) 親族関係を示す書類（親族が申請する場合に限る。） 

(６) 市税等に未納がないことを証する書類 

(７) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し 

(８) 耐震改修計画書（耐震改修計画概要書（第３号様式）、耐震改修工事図

面、改修後を想定した耐震診断の結果報告書） 

(９) 診断士、耐震改修計画書の作成をした者及び現場立会を行う者が建築士で

あることを証する書類 

(10) 診断士及び耐震改修計画書を作成した者が神奈川県木造住宅耐震診断講習

会又はこれと同様と市長が認める講習会を終了したことを証する書類 

(11) 現況の写真 

(12) 案内図 

(13) 【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書（第

１８号様式）（【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用する場合） 

(14) その他市長が必要とする書類 

３ 木造住宅解体工事補助金 

(１) 海老名市木造住宅解体工事補助金交付申請書（第４号様式） 

(２) 建物の建築年を証明することができる書類（建築確認通知書の写し及び当

該建築確認に係る検査済証の写し又は建築確認申請台帳記載証明書等） 



(３) 解体工事費の見積書の写し 

(４) 所有者同意書（親族が申請する場合に限る。） 

(５) 親族関係を示す書類（親族が申請する場合に限る。） 

(６) 市税等に未納がないことを証する書類 

(７) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し又は旧耐震基準の木造住宅の除却にお

ける容易な耐震診断調査結果の写し 

(８) 診断士が建築士であることを証する書類 

(９) 診断士が神奈川県木造住宅耐震診断講習会又はこれと同様と市長が認める

講習会を終了したことを証する書類 

(10) 現況写真（解体工事着手前） 

(11) 案内図 

(12) 建物配置図（住宅の位置・配置がわかるもの） 

(13) 非課税世帯を称する書類（住民税納税証明書又は非課税証明書等）（第５

条第２項の規定に該当する場合に限る。） 

(14) ６月以上空き家であることが確認できる書類（電気使用量明細書、水道使

用量明細書等）（第５条第２項の規定に該当する場合に限る。） 

(15) その他市長が必要とする書類 

４ 防災ベッド等設置費補助金 

(１) 海老名市防災ベッド等設置費補助金交付申請書（第５号様式） 

(２) 建物の建築年を証明することができる書類（建築確認通知書の写し及び当

該建築確認に係る検査済証の写し又は建築確認申請台帳記載証明書等） 

(３) 防災ベッド等の購入及び設置に係る見積書の写し 

(４) 設置予定場所の写真 

(５) 住宅の所有者同意書（住宅の所有者と申請者が異なる場合に限る。） 

(６) その他市長が必要とする書類 

 

別表第２（第１２条関係） 



１ 木造住宅耐震改修計画書作成費補助金 

(１) 海老名市木造住宅耐震改修計画書作成完了実績報告書（第１０号様式） 

(２) 耐震改修計画概要書（第３号様式） 

(３) 耐震改修工事図面 

(４) 改修計画に基づく改修後を想定した耐震診断の結果報告書 

(５) 耐震改修計画作成費の領収書の写し 

(６) 補助金代理受領委任状（第１１号様式）（代理受領を利用する場合に限る。 

  ） 

(７) その他市長が必要と認める書類 

２ 木造住宅耐震改修工事等補助金 

(１) 海老名市木造住宅耐震改修工事等完了実績報告書（第１２号様式） 

(２) 耐震改修計画概要書（第３号様式） 

(３) 耐震改修工事図面 

(４) 改修計画に基づく改修後を想定した耐震診断の結果報告書 

(５) 耐震改修工事費内訳書 

(６) 耐震改修計画書作成費、耐震改修工事費及び現場立会費の領収書の写し 

(７) 耐震改修工事の各工程及び完了後の写真 

(８) 現場立会い報告書（第１３号様式） 

(９) 補助金代理受領委任状（第１１号様式）（代理受領を利用する場合に限る。 

  ） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

３ 木造住宅解体工事補助金 

  (１) 海老名市木造住宅解体工事完了実績報告書（第１４号様式） 

  (２) 解体工事費内訳書 

(３) 解体工事の施工中及び完了後の写真 

(４) 解体工事費の領収書の写し 

(５) 補助金代理受領委任状（第１１号様式）（代理受領を利用する場合に限る。 



  ） 

(６) その他市長が必要と認める書類 

４ 防災ベッド等設置補助金 

 (１) 海老名市防災ベッド等設置完了実績報告書（第１５号様式） 

(２) 設置完了後の写真 

(３) 防災ベッド等設置の領収書の写し 

(４) 補助金代理受領委任状（第１１号様式）（代理受領を利用する場合に限る。 

  ） 

（５） その他市長が必要と認める書類 


